
 

 人権

の 学校 の

みなさんは、このような で どもを 意したことはありません 。「上 きを むこと」「 中

に りをすること」「部活動に ないこと」などについて、「（ どもが） い」「なんで たり の

ことができないの 」と めつけてはいないでし う 。 

もし したら、 どもたちは、わたしたちが気づいていない いを えている もしれません。 

  

  

このように、 どもたちが える いの には、「 どもの 」があるの もしれないと して

みます。「 」という自分ではどうしようもできない状況にある どもたちの み、 いを知り、学校、

教職員としてできることを考え、支えてい なければなりません。 

 そのためには、 の状況、その中で どもたちがどのように らしているの 、その現実を正しく理

解しようとするとこ ら めまし う。 

に  
2020年（令和 年 月）に された 生活基 （ 生 省）によると、20 年の ど

もの （ ）は 3 、およそ 人に 人の どもが平 的な生活水 の 分 下で らして

いることになります。また、相 的 の ４ 、 どもがいる現 の 員でみると 2

であり、さらにそのうちのおよそ がひとり であることも大きな となっています。

このこと ら、 本の は深 であることがわ ります。 

神 が行った どもに係る支 や相 に わる方を にした「 どもの に関する意識 」

（20 年）によると、 の状況にある どもが を えていると感じていることは、「心 の発

達に必要な生活習 や の がされていない」が で も く、次いで「学習についていけ

ない」が 、「自 定感・自尊感 が い」が と、およそ の方が しています。

（ ） 

このこと ら分 る の状況として、 えば、 が深 まで をし、 に れない、 って

らも れ らす に むという生活の場合、 とんど ども けで さなくてはいけなくなり、基

本的な生活習 を につけられないば り 、 と ーシ を取る 会が ってしまうこと

が考えられます。 ーシ は成 において重要な要 です。 に相 しても受け止めて
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もらえな ったり、相 したいことがあっても、 を気 って相 でき にいたりと 感を深めてい

くことも考えられます。 

そうした の中で生活している どもに して学校で教職員が、 に示したような 応をしたと

したら、 どもは「自分は人と う」と 、「大人はどうせわ ってくれない」といった気持ち ら

への 感をもつことにつながります。 

また、「 がわ らない」「教えて しい」と っても に ることができないので、 をす

る習 も につ ないなど学力 下につながったり、「 を えたい」と っても、進学ができ 、

の が 定されてしまったりといった 向があり、 の状況によって教育 が生まれてしま

っています。（「神 どもの 推進計画」2020年） 

こういった状況は、その どもが になって らも し、 は すると考えられています。

「 の 」とは、 の ども達が 者になる 性が く、 ら け すこ

とができないことをさします（ ）。これを ち切るためには、 どもやその の に して、

「自 」と じるのではなく、 もが社会状況の 化によっては、 に る 性があると認

識することが大切です。また、自 は「 会の平等」があって めて成り立つ理 です。人は生

まれた ら、生活環境、経 的 、 、教育、など様々な要 が平等ではありません。 どもの

の を ち切るには、「社会全体で解 していく」という意識を持ち けることが重要と えま

す。 どもたちの現状 ら、 も な支 関である学校、教職員ができることを考えまし う。

（ ） 

  

（ ）相 的 とは、生活状況が自分の する社会の大 よりも、相 的に しい状

態にある人の 合をさす。具体的には、 の が、その の等価 分 の中 値の

分に たない 合になる。 の基 によると、相 的 の等価 分 は、 2

下（20 年 ）である。 

（ ）「 らこうなるにちがいない」と めつけ、 や 定 念をもってしまう

ことは、さらに「 の 」を助 させることにもつながることを意識してく さい。
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 学校の に に

   

 

 ・ ら人権に関する を くし、 どもの せる 化を さない 

 ・ 共 方法の確認（職員会 、学年会 、 の活 等） 

 ・必要に応じて関係教職員等で ー 会 を行い、支 のための方針を立てる 

   

                    

チーム学校（ケース会議）

 

 ・生活 を まえ、受けられる支 については必 する 

 ・支 を受けることは どもの学 権利を るための ー トであることを える 

⇒生活 者自立支 制度 ー ト

⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づき、市や県（町村所管）に専⾨の相談窓⼝を設け、⽣活に関わる様々
な困りごとの相談に応じています。（神 福 どもみらい  福 部生活 護 ）

（ 30 0 2 ） 

          「生活 者自立支 制度 ー ト」 次 ー  

 

 ・ ども ー（児童相 ）や 福 部 、児童養護 設との  

 ・ との  

（ 生 員と する、 ども 等 場 づくりの取組を し、つながっておく 等）

ども 人権・ ども ト についての 内（ ども ー等） 

ども らの人権に関わるような みの相 を受けます。 

（神 福 どもみらい  どもみらい部 ども ） 

（ ）

「 ども  人権・ ども ト 」 次 ー  

どもの 場 ー ト ながわ ー

 どもの 場 （ ども ）や支 をまとめた ー トです。 

（神 福 どもみらい  どもみらい部次 育成 ） 

（ 3 2 22 0 3 ） 

「 どもの 場 ー ト ながわ ー 」 次 ー  

大 教育 ー人権教育  人権教育 ー ト「 どもの 」  2022 年 

気づき 情報共有・対応の検討 対応

 

養護教  

部活動  

教科 者 

職員 

  養職員 等

理職 

学年教職員等  

人権教育 者 

進 指導・ 学 者 

 

児童・生徒指導 者 

どもへの支  

への き け 

教育 員会との  

部 関等との  
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の どもたちが、自分の に 望をもてる社会を実現し、一人ひとりの ども自 が幸せ

を実感できるようにすることが求められています。 

神 では、幸せを体現するものを「 い」ととらえ、「 どもたちの いあ れる ながわ」を

めざし、一人ひとりの どもに 目し、 どもの ー にも をあてて、取組みを進めてい

ます。

「 の 」を ち切るためには、 ー において、学校が たす は重要です。学校

に どもたちの「 い」があ れるように、「（ どもたちの生活 を） に し、支 につな

ること」を第一に考え、 の ー を参考にして、学校としての支 体制を しまし う。 

 人 の  

 ら「 ってもどうせうまくい ない」と に 望をもてな ったり、 の ちと し

て自分たちの生活や を 定的に えて、人間関係を けな ったりする どもがいます。これをど

のように し、望ましい人間関係をつくっていく を考えると、人との わりを学 場として、学

校の たす は大きいといえます。

人間関係を く基盤にあるのは 関係です。そしてそれは教職員と ども、 ども の わりを

通して れていくものです。どのような場合であっても、「 生は、自分のことを理解しようとして

くれる」「受け れようとしてくれる」「一 に考えようとしてくれている」という 心感が、 ども

の大きな支えになります。教職員が、一人ひとりの どもはが けがえのない存在であるという認識を

もち、よさを認めながら どもと わっていくことが大切です。 

これらのことは、 に しんでいる どもたちに ら 、全ての どもたちにあてはまることです。

ま は教職員が になり、 どもの理解を深めると共に、 どもたちに い を けていくこ

とで、 どもたちは、 ども の わり方を学び、 し つ人間関係を く力を育んでいくのでは

ないでし う 。 

参考資料など  

「20 年 生活基 」 生 省（20 年） 

「 どもの に関する意識 」 神 （20 年） 

「神 どもの 推進計画202 202 」 神 （2020年） 

人権教育 ー ト「 どもの 」  大 教育 ー人権教育 （2022年） 

「学級・ ー ー のための教育相 第 集 人間関係を く力を育てるために」 

合教育 ー（200 年）

に  
の  

づくり 

あなたは けがえのない存
在である、あなたの を「
いている」という ー
を や態度にこめて して
いくと、 どもは 心して
せるようになる。 

どもの を一方的に「
」したり「 価」したり、

さらには「 」したりせ
、 どもの気持ちを受け止

め、また、それに する自分
の気持ちを 直に どもに
える。 

どもが をしたらよいの

解 の がつ め っ

ている に、 どもを めた

りするのではなく、相 に

り い、具体的な をしな

がら一 に解 を考える。 

  

 

「神 どもの 推進計画」（2020 年） 
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